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非開示理由等 所管局部課等

1 R3.10.26 R3.11.8

参議院外交防衛委員会、衆議
院外務委員会の議事録等（国
際人権規約Ａ規約・Ｂ規約に
係るもの）を引用した文書

1
請求にかかる文書について、作成または取得してお
らず、存在しないため。

政策企画局外務
部管理課

2 R3.10.29 R3.11.12

令和3年10月27日からの知事の
過労による入院にかかる、病
状に関する庁内のやり取り
や、入院先医療機関、職務代
理者への業務の引き継ぎに関
するやり取りの内容のわかる
一切の電磁的記録や文書。

1
請求にかかる文書について、作成または取得してお
らず、存在しないため。

政策企画局総務
部総務課

3 R3.11.6 R3.11.19

産業労働局以外の全局に対し
て開示請求する。東京都が申
請を受けて審査を行う業務
（行政処分を除く）の審査結
果について、その申請者から
の問合せ及び意見に対して、
東京都が申請者への説明を行
わない旨又は説明を行う旨記
載した文書

※産業労働局へ協力金関連で
やり取りをした経緯から請
求。東京都における行政処分
を除く業務に対して、それを
受けた者は審査請求を行えな
いため、問合せ及び意見への
対応を行わずとも済んでしま
うと危惧している。その点に
ついて上記請求内容にある東
京都の運用がわかる文書を求
める。

1 1
請求にかかる文書について、作成または取得してお
らず、存在しないため。

政策企画局総務
部総務課

決定区分 （根拠規定）条例７条


